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業務監査の実施結果報告に対する取り組み状況 
名古屋鉄道株式会社 

項   目 所  見 これまでの取り組み状況 

 
Ⅰ．利用者利便の確保 
 １．利用者意見等への対応 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・「ＣＳシステム」を導入することにより、利用
者の声の全社的な共有化を図っているところで
あるが、利用者から同じような案件の苦情を受
けるなど、「ＣＳシステム」が十分に活用され
ていないという社内評価が行われていることか
ら、今後、同システムが有効に活用されるよう
工夫することが必要である。 

 
・各幹事駅ごとに苦情対応等の整理の仕方が違う
のは問題であるとともに、「ＣＳシステム」に
よる情報の共有化の取組みとの整合性が必ずし
も図られていない状況にあると思われるため、
さらに改善することが必要である。 

 
・平成１５年の業務監査以降、平成１６年１０月から「

お客さまセンター」を立ち上げ、お客さまからのお声
の集約・一元管理を行っています。お客さまセンター
発足に合わせて、「お客さまセンターシステム」を開
発し、お客様からの同様なお問合せに対しての統一的
な回答の作成・蓄積を行っています。 

 
・また、毎日寄せられるお客様からのお声を「お客さま

日報」として、社長以下の役員、関係部署並びに現場
長宛に資料を配布しています。 

 
・現場に寄せられるお声については、「ＣＳ受付簿」に

記入して各職場に保存するとともに、お客さまセンタ
ーへＦＡＸいたします。お客さまセンターではＣＳ受
付簿の概要をお客さまセンターシステムに入力し、蓄
積・情報の共有化を行っています。 

 
 ３．鉄軌道業の情報提供ガイドラ

インへの対応 
 

 
・鉄道駅における案内情報の提供を含め、利用者
の立場に立った情報の提供を更に進めていくこ
とが必要である。 

 
・案内情報の提供はポスター、社外誌、ホームページ等

を活用して行っています。特にホームページにおいて
は運行情報、路線・停車駅案内、時刻・運賃案内、駅
構内・乗換え案内、バリアフリー情報、外国語（英語
）での案内等を実施し、充実を図っています。 

 
・また、主要線区から駅集中管理システムの導入を進め

ています。このシステムではＬＥＤ表示器による表示
やシステム監視駅からの放送等により、運行情報や営
業案内等の情報提供が可能です。また、お客様からの
お問合せにはインターホンによる係員との対話が可
能です。 
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・現在の導入状況は全線の約５０％で、主要線区への導
入はほぼ完了しています。ＳＦカードシステム「トラ
ンパス」の導入と並行して実施しており、平成１９年
度には全線に導入できる見込みです。 

 
・係員対応の強化策として、空港線開業時より中部国際

空港駅、名鉄名古屋駅及び金山駅に外国語対応が可能
な案内係員を配置しています。 

 
 ４．ＳＦカードシステムの導入・

拡大と駅集中管理システムの
導入 

 
・利用者からは好感触を得ているとのことで

あるが、同システムの導入が促進されるこ
とにより、利便性が低下しないよう注意を
図りつつ計画を進めていく必要がある。 

 
・また、改札機等のトラブル（券詰まりなど

）は、管理駅から遠隔操作で修理可能とな
っているが、遠隔操作による修理が出来な
い場合は、管理駅若しくは最寄の有人駅か
ら駅係員が出向いて修理する必要があり、
列車の運転本数等によっては、修理するま
でに時間がかかる場合も想定されることか
ら、トラブル発生時の対応方法について、
更に検討していく必要がある。 

 

 
・駅集中管理システム導入駅でトラブルが発生した場合

、監視駅係員はお客様とインターホンで連絡をとり、
カメラで確認し対処いたします。お客様にご不便をお
かけしないよう臨機な対応に努めています。 

 
・また、駅集中管理システムによる駅と従来の駅係員配

置駅との発売できる乗車券の格差を是正する目的で、
企画乗車券類はＳＦカードを主体とする商品構成に
変更してまいります。定期乗車券購入に際しては、「
もよりの定期乗車券発売駅まで無賃で輸送する取扱
い」を実施しています。 

 

 
 ５．案内情報サービスの充実 
  
 
 
 

 
・駅名、運賃額の表示が小さくわかりにくいもの
となっていた。また、身障者トイレが設置され
ているにもかかわらず案内表示が充分でない部
分が見受けられた。いずれも利用者の立場にた
った改善が望まれる。 

 
・運賃表は「サインシステムガイドブック」に準拠し標

準化を図っています。平成１７年１月の空港線開業時
に各駅の運賃表を更新する際に、運賃額の表示方を変
更することでデザインをシンプルにして、課題であり
ました視認性の向上を図りました。 

 
・また身障者用トイレの案内表示は車椅子対応トイレの

案内表示として、全駅に「車椅子用トイレのある駅一
覧表」を掲出する他、市販の時刻表やホームページに
掲出して、ご案内しております。 



 

- 3 -

 
 ６．社員教育 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・本社広報宣伝部広報担当が集約している苦情・
要望白書を見る限りでは、社内全体でＣＳシス
テムが効果的に使用されているとは言いがたく
、ＣＳの研修成果も必ずしも全ての職員に浸透
しているとは言えない状況であることから、今
後もさらに各職員の接遇等の研修等を充実させ
るとともにＣＳシステムが有効に活用されるよ
う工夫することが必要である。               
            

 
・各種研修等の業務教育をさらに拡充するために、本年

７月１日をもって、鉄道事業本部内に「業務教育課」
を発足いたしました。 

 
・業務教育課としては、これまでにお客さまセンターへ

寄せられるご意見で、接客サービスの基本に関するこ
とが多く見受けられるため、まずは基本の徹底を図る
ことが急務と考えました。そこで、係員一人ひとりへ
の教育、指導を充実させるために、各支配人室、幹事
駅及び乗務区等に「ＣＳ推進担当者」「ＣＳ推進専任
者」※を委嘱いたしました。 

 
・また、従来の係員のＣＳ教育に加え、現場管理職に対

し、模範的接遇の実践及び指導に関する研修を行い、
更に、お客さまセンターへのご意見の分析により浮か
び上がってきた問題点、例えば業務知識の不足に対す
る「業務知識向上研修」を実施するなど、各係員への
業務教育の推進により、ＣＳへのアプローチを実施い
たします。 

 
※ 「ＣＳ推進担当者」 

…運転保安部管理課及び各支配人室営業課に各
１名づつ（計４名） 

「ＣＳ推進専任者」 
…各幹事駅副幹事駅長及び各乗務区副区長 
（計１７名） 

 
 
  (5)企画乗車券等の発売、利用促

進方策等 
 
 

 
・上飯田連絡線開業による名市交との相互直通運
転が開始されたこともあり、今後、他社との企
画乗車券を増やしていくことが望まれる。 

 
・当社では名市交（地下鉄・市バス）、あおなみ線、愛

知高速交通、桃花台新交通及び名鉄バスとの共通ＳＦ
カードシステム「トランパス」を導入しています。 

 
・このカードにはプレミアムが付加されており、さらに

バスとの乗継ぎ割引が設定されている等、利便性が高
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く、従来の企画乗車券の機能を果たしているものと位
置付けています。 

 
Ⅱ．バリアフリー化対策 
  １．バリアフリーへの対応 
 
 
 
 

 
・交通バリアフリー法に基づく基本方針において
、平成２２年までに、１日当たりの利用者数が
５千人以上の駅については、原則としてすべて
の駅をバリアフリー化することとされており、
沿線自治体との連携を取りつつ、引き続きバリ
アフリー施設の整備を積極的に図る必要がある
。 

 

 
・沿線自治体の都市計画事業にあわせ、エレベーターや

多目的トイレの設置等、利用しやすい駅づくりを進め
ています。 

 
・沿線自治体に対し積極的に協議を行い、計画が固まっ

た駅から、駅前広場等外部施設との連続性を考慮し、
バリアフリー化に取組んでいます。 

 
Ⅲ．運賃表の誤表示等に係る対応 
 
 
 
 
 

 
・監査終了後、犬山線木津用水駅において運賃表
の誤表示等が発生していることから、かかる事
態が再び起こることのないよう、運賃表等の総
点検を行うとともに、「運賃表等誤表示防止（
対策）マニュアル」の見直し、社員への教育指
導の徹底を行うことが必要である。 

 

 
・平成１７年１月の空港線開業に伴う運賃表の更新では

、掲出時の複数人での確認と確認報告を義務付ける等
の再発防止策を講じて実施したにもかかわらず、犬山
線下小田井駅他４駅において運賃表の誤表記が発生
しました。この事例では、作業行程の理解不足、確認
の疎漏、予定通りに作業が進捗しなかった場合の対処
方に問題がありました。 

 
・対策として、確認手順を具体的に明確化して、係員の

十分な理解のもと、運賃確認作業の徹底を図るようマ
ニュアルを見直した他、作業行程管理を徹底し予定変
更時の指揮系統の明確化を図りました。 

 
 
Ⅳ．輸送障害時の対応 
 １．輸送障害時の対応 
 
 
 
 
 

 
・平成１２年９月の東海地方における集中豪 雨
の経験を踏まえ、輸送障害時の連絡体制 の整
備を図っているところであるが、迅速 かつス
ムーズに適確な情報を利用者に伝えられるよう
今後とも検討をしていく必要がある。 

 
・輸送障害時や異常時における情報伝達の仕組みとして

、旅客指令から全駅員配置駅向けのＦＡＸ送信やイン
ターネット、携帯端末による情報提供を行っています
。また、駅員無配置駅においては、集中管理システム
導入にあわせてＬＥＤ装置による情報伝達の手段を
順次整備しているところです。（平成１７年８月末現
在全２７９駅中、駅員無配置１２７駅、集中管理シス
テム導入駅８７駅） 

 


